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-【解説】小中高等学校の新学習指導要領とそれを取り巻く情報教育の状況-
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小中高等学校の新学習指導要領と
それを取り巻く情報教育の状況

国の情報教育の動向と情報処理学会からの意
見（パブリックコメント）

　2018 年 3 月に，2022 年から実施される高等学

校学習指導要領が国から告示された．これに先立

つ 2 月，同学習指導要領案に対する意見公募（パブ

リックコメント）の募集が行われた．本会情報処理

教育委員会初等中等教育委員会では，これを仔細

に検討し，6 件の意見を起草し，学会内上部組織

での手続きを経て学会として意見の提出を行った．

6 件のうち内部で「その 6」と呼んでいた，専門教

科情報科に関する用語についての指摘については，

告示された学習指導要領では我々の意見のとおり

修正がなされていた．

　上記の直近 1 回 6 件を含め初等中等教育委員会

では，ここ 1 年半の間だけでも，6 回☆ 1 のパブリッ

クコメントに対する応募意見を，それぞれの回ごと

に数件を起草し学会として応募してきた．これらは

いままで直接にそれぞれの国の文書に反映された

ことはなく，それでも「空に向かって弾を撃ち続け

る」つもりで続けてきた．しかし今回，初めて意見

どおり反映されたことが確認でき，そのようなこと

もあるのだと，あらためて思った☆ 2．

☆ 1	 情報入試委員会が管轄した大学入試に関するものを含めれば 7 回．
☆ 2	 応募意見の中には，国の提示するものに関して批判的なことだけで

なく，良い施策あるいは現状からの進歩だと考えるものに関しては，
積極的に賛意を示しあるいは関係者の努力に賛辞を呈したものも含
まれている．また直接の文言への意見ではなくより広範囲な国の施
策に対しての意見もある．それらに関しては文言への反映はないの
が当然である．	

新学習指導要領と大学入学共通テスト

　上記の高等学校のものを含め，昨年 2017 年から

今年 2018 年にかけて，2020 年（小学校），2021 年（中

学校），2022 年（高等学校）からそれぞれ実施される

学習指導要領や同解説が相次いで告示された．なお

執筆時点では高等学校学習指導要領解説は告示前だ

が，これも当然遠からず告示されるはずである．

　学校教育における情報教育に関して多少とも御存

じの方は御承知のとおり，これらの内容を含め，現

在，我が国の初等中等情報教育に関していくつかの

ホットな事項がある．

	• 小学校におけるプログラミング教育の必修化

	• 高等学校共通教科情報科での科目「情報 I」の必

履修化

	• 大学入学共通テスト（センター試験の後継）に

おける共通教科「情報」の新設

　このうち，前二者はすでに国として正式に実施が

決定していることである．3 つ目は，文部科学省関

係の会議の最終報告 1）にはすでに明記されているが，

国として決定されたものとはまだいえない．このう

ち最初の 2 つについて以下で述べる．

小学校でのプログラミング教育必修化

　小学校の学習指導要領 2）は，中学校学習指導要

領とともに 2017 年 3 月に告示された．これにより

2020 年からの小学校でのプログラミング教育の必

修化が正式なものとなった．これは，小学校に「プ

基
専
応
般
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「プログラミング的思考を育成する」ための教育であ

ることは十分に考慮されるべきである．

　なお，プログラミングはコンピューティング科学

の一部にすぎず，ほかにもすべての児童生徒に学ん

でおいてほしいものは多くある．そのことからする

と今回のプログラミング教育必修化は，それらの中

でプログラミングばかりが突出している感は否めず，

理想的なものからはなお距離がある．しかしそうで

あっても，国の決定としてこれは「いびつな形なが

ら突破口がようやく開いた」ことであり，いままで

情報系の分野（特にその中でも「理系」「技術系」のに

おいがするもの）は小学校教育にほぼ含まれていな

かったのに比べると，大きな改善の第一歩と見るべ

きであると考える．

高等学校共通教科情報科での科目「情報 I」
の必履修化

　高等学校での情報教育の歴史を少し振り返ってみる．

　高等学校情報教育の最大の節目は，やはり

2003 年の共通教科情報科（当初の名称は普通教科

「情報」）の発足である．それ以前も高等学校で情

報教育を行うことがまったく規定されていなかっ

たわけではなく，それは「教科横断的」に行うこと

になっていた．しかしそれではやはり十分な情報

教育が実際には行われていなかったと伝え聞いて

いる．もちろんさまざまな「良き例外」があったこ

とは承知しているが，国全体の大勢についてはや

はりこのように言わざるを得ない．以下いちいち

断らないが同様である．

　2003 年から「普通教科『情報』」が発足したが，当

初は「情報 A」「情報 B」「情報 C」の 3 科目の中から

一科目選択必履修というものだった．しかし全国の

約 80%（のちに約 70%）の学校は，この中で最も「や

さしい」ものである「情報 A」☆ 5 というのが現実だっ

た．その 10 年後の 2013 年には改訂が行われ，3 科

目選択から「社会と情報」「情報の科学」の 2 科目か
☆ 5	 当時の学習指導要領において明示的に難易度が規定されていたわけ

ではないが，当時の教科書や科目選択と実際の教育現場の動向から，
おおよそはこう言えた．

ログラミング」とか「情報」という教科あるいは科目

を新設するものではなく，既存の教科・科目の中の

いずれかでそれを行うとするものである．どの教

科・科目で行うかに関しては，学習指導要領中で例

示されているのは算数，理科，および総合的な学習

の時間においてだが，それに限られるものではない．

2018 年 3 月に公開された文部科学省の「小学校プロ

グラミング教育の手引（第一版）」3）においては，上

記の 3 つの教科等に加え，音楽科で，および総合

的な学習の時間においては課題について探究して分

かったことなどを発表（プレゼンテーション）する学

習場面についてのことが述べられている．いずれに

しても，いずれかの教科・科目などで必ず実施する

こと☆ 3 が制度上義務付けられたわけであり，たま

たま意欲のある教員がいる学校において特定の児童

だけが行うこととは根本的に異なる．

　このプログラミング教育が，たとえば情報技術専

門職養成を意図した技術教育などとは大きく異なる

のはもちろんである．とかく一般には，プログラミ

ング教育というとこれがイメージされ，小難しいプ

ログラミング言語のシンタックスと格闘させるのか

などと言われてしまう．そうではなく，「プログラ

ミング的思考」の育成であることは参考文献 3）にも

明記されている．同時に，プログラミング言語と

しては「ビジュアル型プログラミング言語を用いて

学習が展開されることを想定」と書かれている．ビ

ジュアル型とは Scratch 等のブロック型言語のこと

を意味していると解釈できる．いっぽうで「テキス

ト型プログラミング言語」にも「ある程度の授業時数

を確保して取り組む場合や，プログラミングに強い

興味・関心を示す児童については，こうした言語を

活用することも考えられます」と記されており必ず

しもそれを排除するものではない．しかしいずれに

せよ，いわゆる「写経」は避け，小学生であること，

☆ 3	 学習指導要領では「次の学習活動を計画的に実施する」とあり必修・
必履修・悉皆などの文言はないが，文部科学省の資料☆ 4 には「必修
化」の文字がある．

☆ 4	 プログラミング基礎資料，文部科学省，http://www.mext.go.jp/
component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2018/03/30/1375607_01.pdf	（2018 年 5 月 5 日閲覧）．	
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ら選択必履修となったが，ここでもやはり全国の約

70% で「社会と情報」が選択された．

　2022 年度からは，いままでの選択必履修と異な

りすべての高校生が「情報 I」を学ぶ☆ 6．表 -1に示

すように，「情報 I」には（3）として「コンピュータと

プログラミング」が含まれており，必履修科目の一

部としてすべての高校生がこれを学ぶことになる．

2013 年の学習指導要領では，それに類するものと

しては「情報の科学」の「（2）	問題の解決と処理手順

の自動化」の	「イ	問題の解決と処理手順の自動化」

があるだけで，上記のように高校生の多くが学んで

いた「社会と情報」にはなかった．

　共通教科情報科の発足から 20 年を経て，ようや

くすべての高校生が「コンピュータとプログラミン

グ」を学ぶことが制度上決まったことは，もちろん

理想的ではないものの，1 つの重要なことが（少な

☆ 6	 専門学科の高校生の場合は「代替科目」が引き続き認められると考え
られる．	

くとも制度上）実現されたというべきであろう．も

ちろん後述するように，それに実効性を持たせなけ

ればならないという大問題が控えている．

　なおこれに加え，選択科目として「情報 II」が設け

られる．これは表 -1 に示すように 5 項目からなる．

「情報 II」は選択履修科目なので，実際に履修する

かどうかは各教育委員会や学校が決めることになる．

全国でわずかな生徒しか履修しないとなっては何に

もならないので，我々は「情報 II」もあらゆる高校生

が履修すべきであると主張している．

パブリックコメント募集に対し投稿した意見

　今回の高等学校学習指導要領の案に関するパブ

リックコメント募集に対し，冒頭で述べたように本

会として意見 6 件を提出した．そのうち「その 2」か

ら前述の「その 6」までの 5 件は個別の事項に関して

の直接的な指摘を述べたものだが，我々として最も

情報 I 概要（注）

（1） 情報社会の問題解決
情報と情報技術を活用しての情報社会の問題の発見・解決，法規や制度，情報セキュリティ，個人の責任，情

報モラル，情報技術が人や社会に果たす役割と及ぼす影響，望ましい情報社会の構築．

（2）
コミュニケーションと

情報デザイン

メディアの特性とコミュニケーション手段の特徴，情報デザインが人や社会に果たしている役割，それ

らを科学的に捉え適切に選択すること，適切かつ効果的な情報デザイン．

（3）
コンピュータとプログ

ラミング

コンピュータや外部装置の仕組みや特徴，コンピュータでの情報の内部表現，コンピュータで扱われる

情報の特徴とコンピュータの能力，計算に関する限界，アルゴリズムを表現する手段，プログラミング，

事象のモデル化，シミュレーション，問題の適切な解決方法．

（4）
情報通信ネットワーク

とデータの活用

情報通信ネットワークの仕組みや構成要素，プロトコルの役割，情報セキュリティの確保，データを収集，

整理，分析する方法，情報システムがサービスを提供する仕組みと特徴．

情報 II 概要（注）

（1）
情報社会の進展と情報

技術

情報社会の進展，コミュニケーションの多様化，人の知的活動への影響，コンテンツの創造と活用の意義，

情報システムの創造やデータ活用の意義．

（2）
コミュニケーションと

コンテンツ

コミュニケーションの形態とメディアの特性との関係，文字，音声，静止画，動画などを組み合わせた

コンテンツ，社会に発信したときの効果や影響，発信の手段やコンテンツの評価．

（3）
情報とデータサイエン

ス

多様かつ大量のデータの存在やデータ活用の有用性，データサイエンスが社会に果たす役割，データの

収集・整理・整形，現象のモデル化やデータの処理，モデルを評価することの意義とその方法，解釈・

表現の方法．

（4）
情報システムとプログ

ラミング

情報の流れや処理の仕組み，情報セキュリティを確保する方法や技術，設計を表記する方法，設計・実装・

テスト・運用，プロジェクト・マネジメント，プログラムの制作，在り方や社会に果たす役割と及ぼす影響，

機能単位での分割，開発の効率や運用の利便性，過程を評価し改善．

（5） 情報と情報技術を活用した問題発見・解決の探究

表 -1　2022 年度実施高等学校学習指導要領における共通教科情報科

注：「概要」欄は学習指導要領の当該項目の内容をもとに筆者がまとめたもの．
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　その後告示された学習指導要領・同解説（2003 年

から実施）は，残念ながらこの試作教科書とは大きく

異なるものだったが，上記のメンバは（世代交代し

つつ）活動を続けてきた．たとえば 2006 年には「新・

試作教科書」を公表し，その中ですべての生徒が学

ぶ「情報 I」と，プログラミングに興味を持った生徒

が学ぶ「情報 II」という提言をした 6）．このときから

10 年以上を経て，いまようやくこの案に近いものが

（さまざまな問題を抱えつつも）実現しつつあるとい

うことになる．

　それに先立つ 2005 年には「手順的自動処理」の語

を用いた提言を公開してもいる☆7．我々が今も用い

ているこの語は久野靖・初等中等教育委員長（当時）

による造語であり，プログラミングという言葉を用

いるととかく専門技術者の養成だとか文法事項の細

部を正確に覚え使いこなすことだとか誤解されがち
☆ 7	 日本の情報教育・情報処理教育に関する提言 2005，情報処理学

会情報処理教育委員会，2005 年 10 月 29 日，http://www.ipsj.
or.jp/12kyoiku/proposal-20051029.html	

主張したかった意見「その 1」は，学習指導要領の内

容そのものに対してではなく，それに実効性を持た

せることに関する憂慮を述べたものである．その意

見を表 -2に転載する．

主に共通教科情報科を中心とした，20 世紀
からの情報処理学会としての活動

　ここで，初等中等情報教育，特に高校共通教科情

報科に関する，本会が行ってきた活動の歴史を，私

の知る限りにおいて振り返る．

　1990 年代末，普通教科「情報」（当初の名称）の新

設は決まっていたがまだ学習指導要領が公開されて

いない時期に，初等中等教育委員会のチームが編成

され，「試作教科書」の編纂を行った．教科書といっ

ても実際に教科書として使うことを第一に意図した

ものではなく，「普通教科『情報』はこのような内容

編成であるべきである」ということを，教科書の形

で示したものである 5）．

　共通教科情報科は従来の選択必履修から，「情報 I」を共通必履修科目として設けることとなった．そして学習指導要領案を見ると，基

本的には「情報 I」には，すべての高校生に身に付けてほしいと我々が考える情報分野の素養が的確に制度化されていると判断する．我々

は，ここまで進めてこられた御担当・御関係の方々の御見識と御努力を多とし，敬意を払うものである．

　しかしながら，高校のすべてで実際にこの学習指導要領で高く掲げられた内容が適切に教育されるか，はなはだ心もとない． 文献※な

どで明らかになっているように，多くの高校現場で，このような内容を適切に教えるための十分な素養を持った情報科教員が実際に教壇

に立っているとは判断し難い．とりわけ，情報 II （3）および（4）に関しては，我々の中でも高等学校共通教科としては高度であるとの意

見があるほどで，ことさらにその懸念が大きい．

　生徒数で多くを占める公立学校の教員採用や研修は当該教育委員会の管轄事項であるとはいえ，国は，情報処理学会をはじめとする情

報教育関係学協会の意見を十分にふまえ，以下のことが実現されるよう適切な方策を講じるべきである：

・共通教科情報科を教える教員は，必ず高等学校情報科についての普通免許を持つ教員でなければならず，そうでないところは早急にそ

れを是正すること．

・公立高等学校を設置する都道府県市は，その学校数と上記の状況に応じた適切な人数の情報科教員を定期的に採用すること．その際，

高等学校情報科教員として優秀な者が他教科の教員免許の有無にかかわらず多く教壇に立てるよう，「他の教科の免許をあわせ持つ者に

限る」などの条件は付けないこと．

・高等学校において共通教科情報科を今後も教える現職教員に対し，十分な研修を実施し，その立場にふさわしい素養を身に付けてもら

うこと．

　なおわれわれ情報処理学会は，当該分野の専門家集団として，第 3 点に関する実務に協力する用意があることは，2017 年 8 月 25 日付

で公表しているとおりである．

　また，新設の「大学入学共通テスト」において，共通教科情報科の試験を必ず実施することも重要だと考えており，これはすでに別途，

2018 年 3 月 9 日付で公表したところである．

※文献：中山泰一　他：高等学校情報科における教科担任の現状，情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ，Vol.3, No.2, pp.41-51（June 

2017）．

表 -2　「高等学校学習指導要領案」に関する意見 4）
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り本会初等中等教育委員会委員長．本会シニア会員，学会活動貢献
賞受賞．

であることから工夫したものである．

　試作教科書は上記のように，当初の 1998 年，

2007 年，さらには 2012 年と，学習指導要領の改

訂に合わせて作成・公開しており，それは本会とし

てそのつど，「高校の共通教科情報科（あるいはさら

に広く高校での情報教育は）このようにあるべきだ」

と，国と日本社会に提言してきたものである．

　また毎年，シンポジウム「ジョーシン」を開催し，

ここでさまざまな提言・討論を行ってきた．（ジョー

シンとは元々「高校教科「情報」シンポジウム」の略

だったが，近年では大学の情報入試（情報処理教育

委員会情報入試委員会などが共催）などをテーマに

した開催も増えている）．

この仕事に携わってきて思うこと

　我々の情報処理学会として国・社会に対する活

動を，最近のことに加え約 20 年前からのことも振

り返って書いてみた．ずっとこの仕事に携わって

きて思うのは，国の制度上の枠組みを変えること

ももちろん大変なことだが，それ以上に大変なの

は，全国各都道府県市／教育委員会・各学校・そ

して現場の各先生に変わっていただくことである．

　以前あった「未履修問題」や「臨時免許・免許外教

科担任問題」に見られるように，国の制度が変わっ

ても現場に必ずしもそれが正しく反映されていな

いことが往々にしてある．これは全国すべてがそ

うなわけではなく，地方によるいわゆる「温度差」

も著しい．

　私はアジア諸国を中心とする諸外国の情報教育も

調査しているが，先進国と発展途上国で感覚は異な

るものの，情報教育を重要視しない国はどこも思い

浮かばない．やっと日本でも（まだ十分ではないに

せよ）この当たり前のことが認知される入口に立っ

たかと思う．
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